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（３）関係機関との連携 

 

○ 保育所保育指針では、感染症に関する保育所の対応方法等について、あらかじめ

関係機関の協力を得ておくこととされている。 

○ 感染予防や拡大防止に関する取組、報告等については、市区町村や保健所等、地

域の関係機関と連携を図ることが重要である。 

 

（感染症の予防に当たっての連携） 

保育所は、感染症の発生を防止するための措置等について、適宜、所管の保健所の助言、

指導を求めるとともに、密接に連携をとることが求められます。また、保健所と密に連絡

をとり、地域における感染症の発生状況及び流行状況を早急に把握するよう努める必要が

あります。 

 

（感染症が発生した場合の連携） 

感染症が発生した場合には、嘱託医等の指示に従い、必要に応じて市区町村、保健所等

に連絡し、感染拡大防止のための措置を講じることが求められます。   

また、保育所や地域の感染症の発生状況等から、嘱託医が、感染症を予防する上で臨時

に保育所の全部又は一部を休業することが望ましいと判断した場合にも、同様に、市区町

村、保健所等に連絡し、情報共有を行いながら、密接に連携し対応することが必要となり

ます。その際、最終的な判断は市区町村が保育所の状況を確認したうえで行うものであり、

保育所のみの判断で行うものではない点に留意が必要です。 

 

（感染症発生時の報告） 

以下のような場合、施設長には、市区町村に対して感染症又は食中毒が疑われる者等の

人数、症状、対応状況等を迅速に報告するとともに、保健所に報告して指示を求めるなど

の措置を講ずることが求められます。 

① 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患

者が１週間以内に２名（※）以上発生した場合 

② 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が 10 名以上又は全利

用者の半数以上発生した場合 

③ 上記①及び②に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発

生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合 

※ 麻しん、風しんに関しては、１名でも発生した場合 

また、この報告を行った保育所には、その原因の究明に資するため、嘱託医や当該子ど

ものかかりつけ医等と連携の上、血液、便、吐物等の検体を確保するよう努めることが求

められています。 

（「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」（平成 17年２月 22日付

け健発第 0222002 号・薬食発第 0222001・雇児発第 0222001 号・社援発第 0222002 号・老

発第 0222001号厚生労働省健康局長・医薬食品局長・雇用均等・児童家庭局長・社会・援

護局長・老健局長連名通知）、「風しんに関する特定感染症予防指針」（平成 26年厚生労働

省告示第 122号）、「麻しんに関する特定感染症予防指針」（平成 19年厚生労働省告示第 442

号）参照） 
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